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第 1095 回経営委員会資料 
平成２１年５月２６日 

 

関連団体の事業運営状況等について 

 

  関連団体運営基準第１９条および第２０条に基づき、関連団体の事業運営状

況等について、以下のとおり報告する。 

 
 

１．平成２０年度関連団体の業務運営状況調査の結果について 

 

２．平成２０年度関連団体事業活動審査委員会の活動結果について 

 
 
 
（参考１）平成２０年度の関連団体との事前協議等の概要 
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１．平成 20 年度関連団体の業務運営状況調査の結果について 

 

 関連団体運営基準（以下「運営基準」という。）第 19 条に基づき、外部監査法人に委嘱して、関連団

体の業務運営状況調査を行った結果は、以下のとおりである。 

 

（1） 対象団体 

   関連団体 28 団体 （子会社 16 社、関連会社 3 社、関連公益法人等 9 団体） 

 

（2） 実施時期 

   平成 20 年 9 月～平成 21 年 2 月 

 

（3） 委嘱先 

   あずさ監査法人（以下「監査法人」という。） 

 

（4） 対象期間 

   前年度に業務運営状況調査を実施して以降、今年度に業務運営状況調査を実施するまでの期間

を対象とした。 

 

（5） 実施方法 

各関連団体について、監査法人所属の公認会計士が数名、2 日間程度訪問のうえ、合意された調

査手続に基づき、各種書面の点検ならびに関係者への聞き取りにより実施した。 

 

（6） 委嘱事項と結果概要 

 

関連団体運営基準 第１９条〔監査法人等の業務運営状況調査〕 

１ ＮＨＫは、運営基準に関する事項およびＮＨＫが指定する事項について、監査法人等に委

嘱し、関連団体の業務運営状況に関する調査を行い、関連団体はこれに応じる。 

 

  ① 関連団体運営基準に関する事項の調査 

【委嘱事項】 

 関連団体の事業活動が運営基準に照らして適正に行われているかについて調査を委嘱した。 

 具体的には、業務範囲（第 6 条）、遵守事項（第 8 条）、事前協議・事前説明（第 11・12 条）の 3

点の調査を委嘱した。 

     

   【結果概要】 

 調査の結果、監査法人からは、２団体２件の検出事項の報告があったが、ＮＨＫはその内容を確

認し、いずれも不適切なレベルにはないと判断した。 

  （検出事項)  

 ･ 事前協議票の未提出  事前に口頭説明あり。協議票の提出が事後となる。 

    ･ 業務範囲準拠性への疑問 自社制作番組の販売。民業圧迫とはいえない。 

 

   ② 指定事項の調査 

【委嘱事項】 

「ＮＨＫが指定する事項」として、Ａ「国内出張旅費 請求支給手続きの指針」への準拠性、Ｂ 業

務の適正を確保するために必要な体制の整備の進捗状況、Ｃ 業務区分ごとの「実績原価報告」
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の調査を委嘱した。 

 

   【結果概要】 

   A 「国内出張旅費 請求支給手続きの指針」への準拠性 

    （検出事項あり：２０団体／４３件） 

 規程・ルール関連 

    検討要請 １５件 日程変更のルールなし、航空運賃上限ルールなし 等 

    検討不要  ５件 日帰出張の報告書 等 

 事務処理ミス 

    注意 ２３件 領収書の添付もれ、事後申請、計算ミス 等 

 

Ｂ 業務の適正を確保するために必要な体制の整備の進捗状況 

 （検出事項あり：１０団体／１４件） 

 規程・ルール関連 

    検討要請 １4 件 文書管理規程未整備、リスク対応マニュアル未整備 等 

 

Ｃ 業務区分ごとの「実績原価報告」の調査 
 （検出事項あり： ７団体／7 件） 

 事務処理ミス 

    注意  ７件 日付の不整合、承認事務処理ミス、計算ミス 等 

 
実績原価の調査結果については、報告された計算が適切な範囲にあることが確認できた

ので、今後はＮＨＫとの契約額見直し検討の材料として活用する。 
 

（７） ＮＨＫとしての今後の対応 

検出された事項のうち改善が必要なものについては関連団体に改善を求め、２１年度の業務運営

状況調査で再確認していくこととする。 

各関連団体における業務実施手順を徹底し、２１年度においても本調査を行うことで事業運営に

対する指導・監督を継続する。 
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２．平成２０年度関連団体事業活動審査委員会の活動結果について 
 
関連団体運営基準第２０条に基づき、関連団体事業活動審査委員会（以下「委員会」という。）

における関連団体の事業活動に関する外部からの意見・苦情等の受け付け状況について、以下の

とおり報告する。 

 

（1）意見・苦情等の受け付け状況 

   平成２０年度の関連団体の事業活動に関する外部からの意見・苦情等の受け付けはなかっ

た。 

 

（2）委員会の開催状況 

  平成２０年８月８日、１２月３日および平成２１年４月１０日に委員会を開催し、意

見・苦情等の受け付け状況を報告したほか、関連事業に関して意見交換を行った。 

 

○ 委員会の構成 

委員長   副会長 

委員長代行  総合企画室〔関連事業〕担当理事 

委 員   金田 英成氏（公認会計士） 

〃   山下  丈氏（弁護士） 

  〃   総合企画室〔経営計画〕局長 

〃   総合企画室〔関連事業〕局長 
  〃   経理局長 

 
○ 意見・苦情等の受け付け体制 

委員会の事務局を総合企画室〔関連事業〕に設置し、関連団体の個別具体的な事業活

動に対して、直接の利害関係を持つ人からの意見・苦情等について、受け付けを行っ

ている。受け付けは書面によることとしているが、相談を受けるための専用電話を、

総合企画室〔関連事業〕の事務室に設置している。 

なお、専用電話番号をＮＨＫホームページに掲載するとともに、全国各放送局およ

びコールセンターにもその対応について周知している。 
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（参考１）平成２０年度の関連団体との事前協議等の概要 

 

○事前協議事項（関連団体運営基準第１１条） 

 平成２０年４月１日から２１年３月末までの間に、ＮＨＫが関連団体から受けた事前

協議事項の概要は以下のとおりである。 

 

 

合併・解散 ４件 重要な新規事業 ９件 

定款・寄付行為の変更 ３件 重要な資産の取得・処分 １３件 

増資・減資 ４件 配当の実施 １５件 

子会社の解散 １件 訴訟 １件 

出資 ７件 社長等の退任慰労金 ６件 

株主の変更 ３件 商品等のＮＨＫ名称使用 ２件 

重要な人事 ３件 ＮＨＫの業務遂行に影響を及ぼす広告宣伝 １件 

重要な組織変更 ５件   

計 ７７件  

 

○事前説明事項（第１２条）、報告事項（第１３条）に該当する事項 

  そのつど説明、報告を受けている。 
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